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	愛知県病院内保育所運営費補助金交付要綱

第１～第１１　（略）

　　　附　則
　この要綱は平成３０年４月１３日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。
　　　附　則
　　この要綱は令和元年５月８日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。
　　　附　則
　　この要綱は令和２年３月２６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。
附　則
　　この要綱は令和２年１２月９日から施行する。
附　則
　　この要綱は令和４年６月１０日から施行する。
附　則
　この要綱は令和８年１月６日から施行し、令和７年４月１日から適用する。[image: ]
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  別表 ２  

１   基    準    額  ２   対   象   経   費  

  各病院内保育施設につき、１により算定した額より別記 １ の「病 院内保育所運営費補助事業における 保育料収入相当額等 について」 に基づき算定した保育料 収入相当額を控除の上、別記２ の「病院内 保育施設設置者の負担能力についての判断 等に係る基準について」 に基づき算定した負担能力指数の区分による２の調整率を乗じて得 た額と、３ により算定した額の合計額。ただし、病院内保育施設設 置後３か年を経過していない施設にあっては調整率を適用しない。     １   基本額     (1)   民間立 Ⅰ 型（児童１人以上で保育時間８時間以上及び保育士 等職員２人以上有するもの。）       １人× ２３７，４００ 円×運営月数   (2)   民間立 Ⅱ 型（児童４人以上で保育時間８時間以上及び保育士 等職員２人以上有するもの。）       ２ 人× ２３７，４００ 円×運営月数     (3)   民間立 Ⅲ 型（児童１０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員４人以上有するもの。）       ４ 人× ２３７，４００ 円×運営月数     (4)   民間立 Ⅳ 型（児童２ ０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員７ 人以上有するもの。）       ５ 人× ２３７，４００ 円×運営月数     ( 5 )   民間立Ⅴ型（児童３０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員１０人以上有するもの。）       ６ 人× ２３７，４００ 円×運営月数     ( 6 )   自治体立 Ⅰ 型（児童１人以上で保育時間８時間以上及び保育 士等職員２人以上有するもの。）       １人× ２３７，４００ 円×運営月数     ( 7 )   自治体立 Ⅱ 型（児童４人以上で保育時間８時間以上及び保育 士等職員２人以上有するもの。）       ２人× ２３７，４００ 円×運営月数     ( 8 )   自治体立 Ⅲ 型（児童１０人以上で保育時間１０時間以上及び 保育士等職員４人以上有するもの。）       ４人× ２３７，４００ 円×運営月数     ( 9 )   自治体立 Ⅳ型 （児童 ２ ０人以上で保育時間１０時間以上及び 保育士等職員７ 人以上有するもの。）       ５人 × ２３７，４００ 円×運営月数     ( 10 )   自治体立Ⅴ 型（児童３０ 人以上で保育時間１０ 時間以上及び 保育士等職員１ ０ 人以上有するもの。）       ６ 人× ２３７，４００ 円×運営月数     ２   調整率  

区   分  負担能力指数  調整率  

基本額  ５未満  １．０  

 ５以上２０未満  ０．８  

 ２０以上  ０．６  

         病院内保育所運営事 業 （病院及び診療所の開 設者以外の者が運営す る病院内保育所を含 む。） を行うために必要 な保育士等の職員の人 件費（給料、諸手当等） 及び委託料（内訳は人件 費とする。）  
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１   基    準    額  ２   対   象   経   費  

    ３   加算額     (1)   ２４時間保育を行っている施設       ３０，７５０ 円×運営日数       年間 100 日以上行っている施設は、以下の額を加算                        300,000 円   (2)   長時間保育を行っている施設        １日の開所時間が 12 時間以上であること        Ⅰ型及びⅡ型      300,000 円        Ⅲ型          600,000 円        Ⅳ型         1,050,000 円        Ⅴ型         1,500,000 円   ( 3 )   病児等保育を行っている施設       ２７８，３４０ 円×運営月数     (4)   緊急一時保育を行っている施設       ２７，２１０ 円×運営日数     (5 )   児童保育を行っている施設       １４，７６０ 円×運営日数     (6 )   休日保育を行っている施設       １５，２７０ 円×運営日数   (7)   近隣医療機関等に従事する職員の児童を受け入れている   施設        １４，７６０ 円×運営日数   
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別表１         愛知県地域医療介護総合確保基金事業補助金について  

  補助事業者  別表１２の適用部分  

民間立  公的医療機関  別表２に基づいて算定した基準額のうち、下記１及 び２における太文字部分のいずれかに該当するこ とによる所要額  

その他医療機関  全てを適用  

自治体立医療機関  別表２ に基づいて算定した基準額のうち、下記１及 び２における太文字部分のいずれかに該当するこ とによる所要額  

                                           ※（１）、（２）のⅣ型に係る基金充当額について   別表１の「１基準額」に基づく算定方法により得た合計額から、同算定方法により Ⅲ型を算定した場合に得られる合計額を控除して得た額  

区分  児童数  保育時間  保育士人数  基本額  

Ⅰ型  1 人以上  8 時間以上  2 人以上  保育士 1 人× 180,800 円 ×運営月数  

Ⅱ型  4 人以上  8 時間以上  2 人以上  保育士 2 人× 180,800 円 ×運営月数  

Ⅲ型  10 人以上  10 時間以上  4 人以上  保育士 4 人× 180,800 円 ×運営月数  

Ⅳ型  20 人以上  10 時間以上  7 人以上  保育士 5 人 × 180,800 円× 運営月数  

Ⅴ型  30 人以上  10 時間以上  10 人以上  保育士 6 人× 180,800 円×運営月数  

Ⅰ型    1 人  

Ⅱ型    4 人  

Ⅲ型  10 人  

Ⅳ型  14 人  

Ⅴ型  18 人  

（２）保育料収入相当額（ 一律 月 額 1 人あたり 24,000 円）  

（１）基本額  

１   基準額  
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（３）加算額  

  ①   24 時間保育を行っている施設   23,410 円 ×運営日数   ②   24 時間保育を年間 100 日以上行っている施設   ①に加え 300 千円   ③   長時間保育＝ 1 日の開所時間が 12 時間以上   Ⅰ型及びⅡ型 300 千円、Ⅲ型 600 千円、Ⅳ型 1,050 千円、Ⅴ型 1,500 千円   （①との重複可能）   ④   病児等保育を行っている施設   187,560 円×運営月数   ⑤   緊急一時保育を行っている施設   20,720 円×運営日数   ⑥   児童保育を行っている施設   10,670 円×運営日数   ⑦   休日保育を行っている施設   11,630 円×運営日数   ⑧   近隣医療機関等に従事する職員の児童を受け入れている施設   10,670 円×運営日数  

     ２   対象経費  

病院内保育所運営事業 （病院及び診療所の開設者以外の者が運営する病院内保育 所 を含む。） を行うために必要な保育士等の人件費（給料・諸手当等）及び委託料 （内訳は人件費とする。）  
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  別表 ２  

１   基    準    額  ２   対   象   経   費  

  各病院内保育施設につき、１により算定した額より別記 １ の「病 院内保育所運営費補助事業における 保育料収入相当額等 について」 に基づき算定した保育料 収入相当額を控除の上、別記２ の「病院内 保育施設設置者の負担能力についての判断 等に係る基準について」 に基づき算定した負担能力指数の区分による２の調整率を乗じて得 た額と、３ により算定した額の合計額。ただし、病院内保育施設設 置後３か年を経過していない施設にあっては調整率を適用しない。     １   基本額     (1)   民間立 Ⅰ 型（児童１人以上で保育時間８時間以上及び保育士 等職員２人以上有するもの。）       １人× １８０，８００ 円×運営月数   (2)   民間立 Ⅱ 型（児童４人以上で保育時間８時間以上及び保育士 等職員２人以上有するもの。）       ２ 人× １８０，８００ 円×運営月数     (3)   民間立 Ⅲ 型（児童１０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員４人以上有するもの。）       ４ 人× １８０，８００ 円×運営月数     (4)   民間立 Ⅳ 型（児童２ ０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員７ 人以上有するもの。）       ５ 人× １８０，８００ 円×運営月数     ( 5 )   民間立Ⅴ型（児童３０人以上で保育時間１０時間以上及び保 育士等職員１０人以上有するもの。）       ６ 人× １８０，８００ 円×運営月数     ( 6 )   自治体立 Ⅰ 型（児童１人以上で保育時間８時間以上及び保育 士等職員２人以上有するもの。）       １人× １８０，８００ 円×運営月数     ( 7 )   自治体立 Ⅱ 型（児童４人以上で保育時間８時間以上及び保育 士等職員２人以上有するもの。）       ２人× １８０，８００ 円×運営月数     ( 8 )   自治体立 Ⅲ 型（児童１０人以上で保育時間１０時間以上及び 保育士等職員４人以上有するもの。）       ４人× １８０，８００ 円×運営月数     ( 9 )   自治体立 Ⅳ型 （児童 ２ ０人以上で保育時間１０時間以上及び 保育士等職員７ 人以上有するもの。）       ５人 × １８０，８００ 円×運営月数     ( 10 )   自治体立Ⅴ 型（児童３０ 人以上で保育時間１０ 時間以上及び 保育士等職員１ ０ 人以上有するもの。）       ６ 人× １８０，８００ 円×運営月数     ２   調整率  

区   分  負担能力指数  調整率  

基本額  ５未満  １．０  

 ５以上２０未満  ０．８  

 ２０以上  ０．６  

         病院内保育所運営事 業 （病院及び診療所の開 設者以外の者が運営す る病院内保育所を含 む。） を行うために必要 な保育士等の職員の人 件費（給料、諸手当等） 及び委託料（内訳は人件 費とする。）  
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１   基    準    額  ２   対   象   経   費  

    ３   加算額     (1)   ２４時間保育を行っている施設       ２３，４１０ 円×運営日数       年間 100 日以上行っている施設は、以下の額を加算                        300,000 円   (2)   長時間保育を行っている施設        １日の開所時間が 12 時間以上であること        Ⅰ型及びⅡ型      300,000 円        Ⅲ型          600,000 円        Ⅳ型         1,050,000 円        Ⅴ型         1,500,000 円   ( 3 )   病児等保育を行っている施設       １８７，５６０ 円×運営月数     (4)   緊急一時保育を行っている施設       ２０，７２０ 円×運営日数     (5 )   児童保育を行っている施設       １０，６７０ 円×運営日数     (6 )   休日保育を行っている施設       １１，６３０ 円×運営日数   (7)   近隣医療機関等に従事する職員の児童を受け入れている   施設       １０，６７０ 円×運営日数   
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別表１         愛知県地域医療介護総合確保基金事業補助金について  

  補助事業者  別表１２の適用部分  

民間立  公的医療機関  別表２に基づいて算定した基準額のうち、下記１及 び２における太文字部分のいずれかに該当するこ とによる所要額  

その他医療機関  全てを適用  

自治体立医療機関  別表２ に基づいて算定した基準額のうち、下記１及 び２における太文字部分のいずれかに該当するこ とによる所要額  

                                           ※（１）、（２）のⅣ型に係る基金充当額について   別表１の「１基準額」に基づく算定方法により得た合計額から、同算定方法により Ⅲ型を算定した場合に得られる合計額を控除して得た額  

区分  児童数  保育時間  保育士人数  基本額  

Ⅰ型  1 人以上  8 時間以上  2 人以上  保育士 1 人× 237,400 円 ×運営月数  

Ⅱ型  4 人以上  8 時間以上  2 人以上  保育士 2 人× 237,400 円×運営月数  

Ⅲ型  10 人以上  10 時間以上  4 人以上  保育士 4 人× 237,400 円×運営月数  

Ⅳ型  20 人以上  10 時間以上  7 人以上  保育士 5 人 × 237,400 円 × 運営月数  

Ⅴ型  30 人以上  10 時間以上  10 人以上  保育士 6 人× 237,400 円×運営月数  

Ⅰ型    1 人  

Ⅱ型    4 人  

Ⅲ型  10 人  

Ⅳ型  14 人  

Ⅴ型  18 人  

（２）保育料収入相当額（ 一律 月 額 1 人あたり 24,000 円）  

（１）基本額  

１   基準額  
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３）加算額  

  ①   24 時間保育を行っている施設   30,750 円×運営日数   ②   24 時間保育を年間 100 日以上行っている施設   ①に加え 300 千円   ③   長時間保育＝ 1 日の開所時間が 12 時間以上   Ⅰ型及びⅡ型 300 千円、Ⅲ型 600 千円、Ⅳ型 1,050 千円、Ⅴ型 1,500 千円   （①との重複可能）   ④   病児等保育を行っている施設   278,340 円×運営月数   ⑤   緊急一時保育を行っている施設   27,210 円×運営日数   ⑥   児童保育を行っている施設   14,760 円×運営日数   ⑦   休日保育を行っている施設   15,270 円×運営日数   ⑧   近隣医療機関等に従事する職員の児童を受け入れている施設   14,760 円×運営日数  

     ２   対象経費  

病院内保育所運営事業 （病院及び診療所の開設者以外の者が運営する病院内保育 所 を含む。） を行うために必要な保育士等の人件費（給料・諸手当等）及び委託料 （内訳は人件費とする。）  

 


